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平成23年12月16日原子力災害対策本部公表資料を一部抜粋・編集 

1．ステップ2の総括 
【ステップ2：放射性物質の放出が管理され、
放射線量が大幅に抑えられている】 
 以下のとおり、原子炉は「冷温停止状態」に達し、不
測の事態が発生した場合も、敷地境界における被ばく
線量が十分低い状態を維持することができるように
なった。 

  ①圧力容器底部及び格納容器内の温度は概ね 
100℃以下になっていること。 

  ②注水をコントロールすることにより格納容器内の
蒸気の発生が抑えられ、格納容器からの放射性物
質の放出が抑制されている状態であること。 
また現時点における格納容器からの放射性物質の
放出による敷地境界における被ばく線量は0.1ミリ
シーベルト/年と、目標とする1ミリシーベルト/年
の目標を下回っていること。 

  ③循環注水冷却システムの中期的安全が確保されて
いることが確認できたこと。 
 ・設備は、故障や事故に備え何重ものバックアッ
プにより信頼性を確保。 
・異常が検知でき、設備の停止時には復旧措置、
代替手段を確保。 
・万一事故が発生した場合においても、敷地境界
における被ばく線量が十分低いことを確認。 

 敷地内での作業は依然厳しい状況にあるが、ステップ
2の目標達成と完了を確認。 

2．冷温停止状態達成までの取組の総括 

事故収束に向けた道筋・ 
当面の取組のロードマップ 

冷温停止状態達成までの取組 
（ステップ2完了） 

2011（平成 23）年 12月、福島第一原子力発電所敷地内における専門家による緻密な
検証作業を経て、原子炉の状態を定量的に評価した上で、事故対応における 1つの区切
りとして、原子炉が冷温停止状態に達したことを確認し、原子力災害対策本部において福
島第一原発事故の収束に向けた道筋のステップ 2が完了したと判断されました。

なお、冷温停止状態とは
・圧力容器底部の温度が概ね 100 度以下になっていること
・格納容器からの放射性物質の放出を管理し、追加的放出による公衆被ばく線量を大幅
に抑制していること（敷地境界において1ミリシーベルト/年以下にすることを目標）
・上記 2条件を維持するため、循環注水冷却システムの中期的安全を確保しているこ
とを満たしている状態

をいいます。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
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廃止措置等に向けた
中長期ロードマップ 

廃止措置等に向けた取組 
冷温停止達成以降（1/3） 

 冷温停止達成以降の廃止措置終了までの道筋として、2011年12月に「東京電力㈱福島第一
原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」を策定。 

 
廃止措置終了までの期
間 
 

（30～40年後） 

第3期 安定化 
に向けた取組 

第1期 

 
冷温停止達成 
・冷温停止状態 
・放出の大幅抑制 

第2期 

2013年11月 2021年12月 

使用済燃料プール
内の燃料取り出し
開始までの期間 
 

（2年以内） 

 
溶融燃料（燃料デブリ）取り出し
が開始されるまでの期間 
 

（10年以内） 

2011年12月 

【3号機使用済燃料プールの瓦礫撤去】 【4号機使用済燃料プール内】 

30～40年後 

2013年11月18日より、 
第1期の目標である4号機使用済燃料
プールからの燃料取り出しを開始。 
 
⇒ 2014年12月22日に4号機使用済
燃料プール内の全ての燃料
（1,533本）取り出しを完了。 

現在、1～ 4号機の廃炉に向けた取組が、「東京電力（株）福島第一原子力発電所 1～
4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」に基づき、全力で行われています。中
長期ロードマップでは、使用済燃料プールからの燃料取出し開始までを第 1期、燃料デ
ブリの取出し開始までを第 2期、廃止措置終了までの期間を第 3期としています。第 1
期の節目の取組である 4号機からの燃料の取出しについては、2013（平成 25）年 11月
に、当初の目標から 1か月前倒しして開始され、2014（平成 26年）12月に完了しました。
引き続き、3号機使用済燃料プールの瓦礫撤去などの作業が着実に進められています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・2章QA8	 福島第一原子力発電所の廃炉はどのように進められるのですか
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廃止措置等に向けた
中長期ロードマップ 

廃止措置等に向けた取組 
冷温停止達成以降（2/3） 

第１期 第２期 （目標：２０２１年） 第３期（30～40年後）

2012 2013 （前） （中） （後）

使用済
燃料

止水

燃料
デブリ

廃止
措置

廃棄物
処理・処分

瓦礫撤去、カバー・クレーンの設置（４号機完了、３号機瓦礫撤去中））

使用済燃料プール内の燃料取出し／貯蔵（４号機取出し完了） 搬出

原子炉建屋内除染

格納容器調査

補修・止水／格納容器水張り

炉内調査･サンプリング

燃料デブリ取出し

廃止措置工事

機器の設計

固体廃棄物の安全な処理・処分に必要な研究開発

廃止措置シナリオ・廃止措置技術の検討

廃棄体の製造等２０１７年度内に、廃棄物処理・処分に関する基本的考え方の提示

２０１６年度上半期までに、初号機の原子炉格納容器下部補修技術の確立

２０１８年度上半期までに、燃料デブリ・炉内構造物取り出し技術の確立

 中長期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果等を踏まえ、継続的に見直すことと
しており、直近では、平成25年（2013年）6月に3回目の改訂を実施。 

 現在は、平成26年（2014年）2月から開催している廃炉・汚染水対策福島評議会でいただ
いた地元の方々の意見等を踏まえ、改訂に向けた検討を進めている。 

廃⽌措置等に向けた
中⻑期ロードマップ

廃⽌措置等に向けた取組
冷温停⽌達成以降（2/3）

第１期 第２期 （目標：２０２１年） 第３期（30～40年後）

2012 2013 （前） （中） （後）

使用済
燃料

止水

燃料
デブリ

廃止
措置

廃棄物
処理・処分

瓦礫撤去、カバー・クレーンの設置（４号機完了、３号機瓦礫撤去中））

使用済燃料プール内の燃料取出し／貯蔵（４号機取出し完了） 搬出

原子炉建屋内除染

格納容器調査

補修・止水／格納容器水張り

炉内調査･サンプリング

燃料デブリ取出し

廃止措置工事

機器の設計

固体廃棄物の安全な処理・処分に必要な研究開発

廃止措置シナリオ・廃止措置技術の検討

廃棄体の製造等２０１７年度内に、廃棄物処理・処分に関する基本的考え方の提示

２０１６年度上半期までに、初号機の原子炉格納容器下部補修技術の確立

２０１８年度上半期までに、燃料デブリ・炉内構造物取り出し技術の確立

 中⻑期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果等を踏まえ、継続的に⾒直すことと
しており、直近では、平成25年（2013年）6⽉に3回⽬の改訂を実施。

 現在は、平成26年（2014年）2⽉から開催している廃炉・汚染⽔対策福島評議会でいただ
いた地元の⽅々の意⾒等を踏まえ、改訂に向けた検討を進めている。

中長期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果などを踏まえ、継続的に見直さ
れることになっています。
2014（平成 26）年 8月に発足した原子力損害賠償・廃炉等支援機構が策定を進めてい
る「戦略プラン」を踏まえ、改訂に向けた検討が開始されています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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廃止措置等に向けた
中長期ロードマップ 

廃止措置等に向けた取組 
冷温停止達成以降（3/3） 

 福島第一原発の廃止措置を終えるには、原子炉建屋内に残っている燃料や溶融（燃料デブ
リ）の取り出しが必須。 

 このうち、燃料デブリの取り出しは過去に例のない困難な取組となるため、複数の工法に
ついて実現性を検証することとしている。 

 そのための取組の一つとして、国内外の叡智を集めるため、燃料デブリ取り出し関連の技
術情報（公募期間：平成25年12月～翌年1月。提供情報数：194件（うち約4割は海外か
ら））や、燃料デブリ取り出しの工法や関連技術の国際公募（公募期間：平成26年6月～8
月。採択事業数：11件（うち3件は海外事業者））が実施されている。 

冠水－上アクセス工法 気中－上アクセス工法 気中－横アクセス工法 

燃料取り出し工法のイメージ事例 ：燃料デブリ 

このロードマップでは、燃料デブリ取り出しの方法として、破損した原子炉格納容器を
補修して、水を張り、水中で取り出す冠水工法が採用されており、これに向けた機器・装
置の研究開発が進められています。
また、同時に、冠水が困難であった場合に備えて、バックアッププランの検討も進めら
れています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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２０１６年度上半期までに、初号機の原子炉格納容器下部補修技術の確立

２０１８年度上半期までに、燃料デブリ・炉内構造物取り出し技術の確立

 中⻑期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果等を踏まえ、継続的に⾒直すことと
しており、直近では、平成25年（2013年）6⽉に3回⽬の改訂を実施。

 現在は、平成26年（2014年）2⽉から開催している廃炉・汚染⽔対策福島評議会でいただ
いた地元の⽅々の意⾒等を踏まえ、改訂に向けた検討を進めている。

中長期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果などを踏まえ、継続的に見直さ
れることになっています。
2014（平成 26）年 8月に発足した原子力損害賠償・廃炉等支援機構が策定を進めてい
る「戦略プラン」を踏まえ、改訂に向けた検討が開始されています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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廃止措置等に向けた
中長期ロードマップ 

廃止措置等に向けた取組 
冷温停止達成以降（3/3） 

 福島第一原発の廃止措置を終えるには、原子炉建屋内に残っている燃料や溶融（燃料デブ
リ）の取り出しが必須。 

 このうち、燃料デブリの取り出しは過去に例のない困難な取組となるため、複数の工法に
ついて実現性を検証することとしている。 

 そのための取組の一つとして、国内外の叡智を集めるため、燃料デブリ取り出し関連の技
術情報（公募期間：平成25年12月～翌年1月。提供情報数：194件（うち約4割は海外か
ら））や、燃料デブリ取り出しの工法や関連技術の国際公募（公募期間：平成26年6月～8
月。採択事業数：11件（うち3件は海外事業者））が実施されている。 

冠水－上アクセス工法 気中－上アクセス工法 気中－横アクセス工法 

燃料取り出し工法のイメージ事例 ：燃料デブリ 

このロードマップでは、燃料デブリ取り出しの方法として、破損した原子炉格納容器を
補修して、水を張り、水中で取り出す冠水工法が採用されており、これに向けた機器・装
置の研究開発が進められています。
また、同時に、冠水が困難であった場合に備えて、バックアッププランの検討も進めら
れています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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廃止措置等に向けた
中長期ロードマップ 

廃止措置等に向けた取組 
研究開発拠点の整備 

 廃炉に関する技術基盤を確立するため、日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）が主体とな
って、①遠隔操作機器・装置の開発実証施設（モックアップ試験施設）、②放射性物質分
析・研究施設の整備・検討が進められている。 

楢葉遠隔技術開発センター 
完成予想図 

試験棟 
研究管理棟 

遠隔操作機器 
実証試験エリア 

PCV下部補修 
実証試験エリア 

格納容器下部の実寸大模
型を設置し、漏えい箇所
を調査・補修するロボッ
トの実証試験や運転員の
訓練等を実施。 

原子炉建屋内を模擬し
た障害物等を設置し、
調査、除染等に必要な
遠隔操作ロボットの実
証試験や運転員の訓練
等を実施。 

安全祈願祭・起工式 
（平成26年9月26日） 

松浦ＪＡＥＡ理事長、高木経産省副大臣、山本文科省政務官、 
浜田復興庁副大臣、村田福島県副知事、松本楢葉町長他（当
時）が出席 

双葉 

大熊 

富岡 

楢葉 

福島第一原子力
発電所 

楢葉南工業団地 

約20km 

浪江 モックアップ試験施設 
放射性物質分析・研究施設 

※建設計画を検討中 

JAEA「楢葉遠隔技術開発センターの概要」より作成 

2012（平成 24）年度補正予算（2013（平成 25）年 2月 26 日成立）において、廃炉
に関する技術基盤を確立するため、①遠隔操作機器・装置の開発実証施設（モックアップ
試験施設）、②放射性物質分析・研究施設の整備費として、850 億円が日本原子力研究開
発機構（JAEA）に出資されました。
モックアップ試験施設については、2013（平成 25）年 5月に、立地地点を楢葉町楢葉
南工業団地内に決定しました。2015（平成 27）年度の運用開始を目指し、2014（平成
26）年 9月から建設工事に着工しました。正式名称は「楢葉遠隔技術開発センター」です。
分析・研究施設については、2014（平成 26）年 6月に、立地候補地を福島第一原子力
発電所の隣接地に決定。着工に向けて建設計画を検討中です。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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建屋カバー 使用済燃料 
プール(SFP) 

原子炉 
格納容器 
(PCV) 

原子炉 
圧力容器 
(RPV) 

燃料 
デブリ 

圧力抑制室 
(S/C) 

注水 

ベント管 

トーラス 
室 

原子炉建屋(R/B) 

1号機 3号機 

 使用済燃料
プールからの
燃料取り出し
に向けてガレ
キ撤去作業を
実施中。 

 2014年12月22日に4号
機使用済燃料プール
内の全ての燃料（1,533
本）の取り出しを完了。 

 

2号機 

注水 

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ 
（閉止完了） 4号機 

注水 

構台 

安全第一 福島第一 
安全第一 福島第一 安全

第一 
福島第一 

安全第一 福島第一 安全第一 福島第一 安全第一 福島第一 

水素
爆発 

 飛散防止対
策を徹底した
上で、2015年
3月からカ
バー解体準
備工事に着
手。  

廃炉に向けた 
取組と進捗 現在の原子炉の状況 

燃料 
溶融 

燃料 
溶融 

燃料 
溶融 

水素
爆発 

水素
爆発 

現在、原子炉は安定的に冷温停止状態に維持されていることから、原子炉建屋から放射
性物質の放出は少なくなっています。
福島第一原子力発電所の建屋上部などで採取された空気を分析し、1～ 4号機の原子
炉建屋から放出されている放射性物質（セシウム）の量を評価したところ、2012（平成
24）年 7月時点で 1時間あたり約 0.1 億ベクレルと、事故当初の 8,000 万分の 1、2011
（平成 23）年 7月と比べても、約 100 分の 1にまで少なくなっています。また、年間の
被ばく量を計算すると、原発敷地境界において 0.03 ミリシーベルト /年と、自然放射線
による年間線量（日本平均 2.10 ミリシーベルト）の 70分の 1程度です。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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廃炉に向けた 
取組と進捗 汚染水対策 

3つの基本方針 

１．汚染源を取り除く 
① 多核種除去設備による汚染水浄化 

② トレンチ内の高濃度汚染水の除去 
等 

２．汚染源に水を近づけない 
③ 地下水バイパスによる地下水の汲

み上げ 

④ 建屋近傍の井戸（サブドレン）で
の汲み上げ 

⑤ 凍土方式の陸側遮水壁の設置 

⑥ 雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装  
 等 

３．汚染水を漏らさない 
⑦ 水ガラスによる地盤改良 

⑧ 海側遮水壁の設置 

⑨ タンクの増設（溶接型タンクへの
リプレイス等）               

等 

１ ２ ３ ４ 

⑧海側遮水壁 

⑤陸側遮水壁 

④サブドレン 

③地下水バイパス 

⑥土壌浸透を抑
える敷地舗装 

⑦地盤改良 

⑨タンク設置 
予定地 

地
下
水
の
流
れ 

①多核種除去設備 

タンク設置 
エリア 

提供：日本スペースイメージング（株）、（C）DigitalGlobe 

②トレンチ内高
濃度汚染水除
去 

福島第一原子力発電所において毎日増加する汚染水への対応が急務であると判断し、原
子力災害対策本部は 2013（平成 25）年 9月 3日に汚染水問題に関する基本方針を決定。
また、同年 12月 20 日には廃炉・汚染水問題に対する追加対策を決定し、汚染水問題に
対して、予防的かつ重層的に抜本対策を進めています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日
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